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第１章　総則

（趣旨）

第１条　この規則は、竹富町営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年竹富町条例第

５号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。

（町営住宅入居申込書等）

第２条　条例第８条に規定する町営住宅入居申込書は、第１号様式によるものとする。

２　前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例

第５条各号のいずれかに該当する者のうち町長が特に必要がないと認めるものについて

は、この限りでない。

(1)　収入証明書（第２号様式）

(2)　婚姻の予約者がある場合は、予約を証する書類

(3)　立退要求を受けている場合は、その要求を証する書類

(4)　条例第６条第１項第３号アに該当する場合は、その旨を証する書類

(5)　条例第６条第１項第３号イに該当する場合は、その旨を証する書類

(6)　その他町長が必要と認める書類



３　町長は、条例第８条の申込みに対しその入居を決定したときは、その旨を町営住宅入

居決定通知書（第３号様式）により申込者に通知するものとする。

（公営住宅の変更等）

第３条　条例第５条第５号又は第６号に規定する公営住宅の変更又は交換を希望するもの

は、公営住宅変更申請書（第４号様式）又は公営住宅交換申請書（第５号様式）を町長

に提出しなければならない。

２　前条第３項の規定は、前項の変更又は交換の決定について準用する。

（入居資格者の制限）

第４条　申込者は、条例第６条各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる条件を具備し

なければならない。但し、地域存続の為、町長が特別に人材を確保する必要があり、公

共の福祉に資すると認める場合にあっては、その限りでない。

(1)　条例第６条第１項第１号に該当するものは３カ月以上引き続き町内に居住してい

る者であること。

(2)　条例第６条第１項第２号に規定する親族は、配偶者、子、親、その他事実上の扶

養者であること。

(3)　婚姻の予約者の場合は入居の期日までに婚姻届の提出が可能な者であること。

(4)　町税の滞納がない者であること。

(5)　地域の存続に関し地元公民館の活動への協力努力ができうる者

（抽選）

第５条　条例第９条第３項の規定による抽選を行うときは、その日時、場所等をあらかじ

め役場の掲示場、その他適当な場所に掲示するものとする。

２　抽選は、実態調査をした後に入居者、入居補欠者又は空家入居者を決定するために行

う。

３　抽選を行う場合は、申込者のうちから若干名を選びこれに立ち合わせるものとする。

（優先的選考）

第６条　条例第９条第４項の規定による規則で定める特別の理由に該当する者は、次の各

号に掲げるとおりとする。

(1)　本町の事業執行に伴う立ち退き者

(2)　２０歳未満の子を扶養している寡婦（寡夫）

(3)　身体障害者



(4)　特に救済を要する低額所得者

(5)　長期にわたり町営住宅に応募している者

２　町営住宅の新設に伴う新規募集を行う場合に限り、当該町営住宅が所在する地区の住

民を対象に地元割当選考を行うことができるものとする。

３　前２項に掲げる優先的選考の実施方法等は、別に定める。

（入居補欠通知書等）

第７条　町長は、条例第１０条第１項の規定により入居補欠者を決定したときはその旨を

町営住宅補欠通知書（第６号様式その１）により申込者に通知するものとする。

２　町長は、入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を町営住宅入居決定

通知書（第３号様式）により通知するものとする。

（補充入居者通知等）

第８条　町長は、条例第１１条第１項の規定により補充入居者を決定したときはその旨を

町営住宅補充通知書（第６号様式その２）により申込者に通知するものとする。

２　町長は、補充入居者のうちから入居者を決定したときは、その旨を町営住宅入居決定

通知書（第３号様式）により通知するものとする。

（請書）

第９条　条例第１３条第１項第１号に規定する請書は、第７号様式によるものとする。

２　前項の請書には、緊急連絡人の本人確認書類を添付しなければならない。

（緊急連絡人の要件）

第１０条　条請書に記載する緊急連絡人は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する

者とする。

(1)　日本国内に住所を有していること。

(2)　入居決定者と住所又は居所を同じくしていないこと。

(3)　１８歳以上であること。

（緊急連絡人の変更届）

第１１条　入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく緊急連絡人変更届

（第８号様式）に請書を添付して町長に提出しなければならない。

(1)　緊急連絡人が死亡したとき。

(2)　緊急連絡人が前条第１号又は第２号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3)　入居者が緊急連絡人の変更を希望するとき。



２　入居者は、緊急連絡人が連絡先等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出

なければならない。

（同居の承認等）

第１２条　入居者は、条例第１４条の規定により、当該町営住宅の入居の際に同居した親

族以外の者を同居（次条第２号に規定する者を除く。）させようとするときは、町営住

宅同居承認申請書（第９号様式）を町長に提出しなければならない。

２　前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)　同居させようとする者の収入証明書（第２号様式）

(2)　条例第４３条第１項に該当しない旨の誓約書（第１０号様式）

(3)　入居者と同居させようとする者との続柄を証する書類

３　町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅同居承認通知書（第

１１号様式）により入居者に通知するものとする。

第１３条　入居者は、同居者が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに町営住宅

同居者異動届（第１２号様式）に異動を証する書面を添付して町長に届け出なければな

らない。

(1)　同居者が転出したとき。

(2)　出生したとき。

(3)　同居者が死亡したとき。

（入居者の名義変更）

第１４条　入居者が、条例第１５条の規定により次の各号のいずれかに該当し、かつ、当

該同居の親族が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、町営住宅入居者名義

変更申請書（第１３号様式）に第２条第２項に掲げる書類を添付して町長に提出しなけ

ればならない。

(1)　死亡したとき。

(2)　他に転出したとき。

(3)　生計の中心がなくなったとき。

２　町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅名義変更承認通知書

（第１４号様式）により申請者に通知するものとする。

（収入の申告及び収入超過者等の認定等）

第１５条　入居者は、条例第１６条の規定により収入に関する申告をしようとするときは



収入申告書（第１５号様式）に次の各号に掲げる書類を添付して、提出しなければなら

ない。

(1)　官公署の発行する収入証明書

(2)　条例第６条第１項第３号アに規定する者にあっては、その旨を証する書類

(3)　条例第６条第１項第３号イに規定する者にあっては、その旨を証する書類

(4)　その他町長が必要と認める書類

２　町長は、条例第１６条第３項の規定により収入を認定した場合は、次第３項及び次第

４項に規定する場合を除き、収入認定通知書（第１６号様式）により当該額を当該入居

者に通知するものとする。

３　町長は、条例第１６条第３項の規定により収入を認定し、条例第３０条第１項の規定

により収入超過者として認定したときは、収入認定及び収入超過者認定通知書（第１７

号様式）により当該入居者に通知するものとする。

４　町長は、条例第１６条第３項の規定により収入を認定し、条例第３０条第２項の規定

により高額所得者として認定したときは、収入認定及び高額所得者認定通知書（第１８

号様式）により当該入居者に通知するものとする。

５　条例第１６条第４項及び第３０条第３項の規定により意見を述べようとするものは、

意見申出書（第１９号様式）を町長に提出しなければならない。

６　入居者は、年度途中において、収入が変動し、収入の再認定を求めようとする者は、

収入が変動した日から３０日以内に収入再認定申請書（第２０号様式）を町長に提出し

なければならない。

７　町長は、第５項の意見申出書を審査した結果、更正を認めたときは、収入認定更正決

定通知書（第２１号様式）により、更正を認めないときは、収入認定却下通知書（第２

２号様式）により当該入居者に通知するものとする。

８　町長は、第６項の収入再認定申請書を審査した結果、更正を認めたときは、収入再認

定通知書（第２３号様式）により、更正を認めないときは、収入再認定却下通知書（第

２４号様式）により当該入居者に通知するものとする。

９　前項の決定に対する意見申出等については、第５項及び第７項を準用する。この場合

において、第１９号様式、第２１号様式及び第２２号様式中「収入認定」とあるのは

「収入再認定」と読み替えるものとする。

（家賃の決定通知）



第１６条　町長は、条例第１７条第１項、第３２条第２項、第３４条第１項の規定により

家賃を決定した場合は、家賃決定通知書（第２５号様式）により当該入居者に通知する

ものとする。

（家賃等の減免基準）

第１７条　条例第１８条（条例第３２条第３項、第３４条第３項の規定により準用する場

合を含む。）及び第２０条第２項に規定する町長が定める家賃等の減免基準は、次の各

号に掲げる事項とする。

(1)　入居者（同居者を含む。）の収入の月額が、生活保護基準額の収入（以下「収入

基準額」という。）以下であること。

(2)　入居者（同居者を含む。）が、疾病に係り長期にわたり療養を要し、又は災害に

より容易に回復しがたい損害を受けたために特に費用を要する場合でそのために要す

る費用として町長が認定した額を収入から控除した額が、前号の収入基準額以下であ

ること。

(3)　その他前号に準ずる特別の事情があること。

２　町長は、前項各号のいずれかに該当する入居者のうち次の各号に掲げる者に対して

は、当該町営住宅の家賃をそれぞれ当該各号に掲げる額まで減額する。

(1)　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１４条の住宅扶助を受けていない者

入居者の収入に応じて、別に定める減免基準により得た額

(2)　生活保護法第１４条の住宅扶助を受けている者

当該家賃から当該住宅扶助費を差し引いた額

３　町営住宅の入居者の家賃を決定した後、年度の途中に当該入居者の申告に基づき収入

区分より家賃の変更を行う必要が生じたとき、かつ、収入の再認定を行わない場合は、

その差額について減免する。

４　条例第１８条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必

要と認めた入居者（生活保護法第１４条の住宅扶助を受けていない者に限る。）に対し

て行うものとする。

５　家賃の減免期間は、町長が事情を考慮して定める。

（家賃等の徴収猶予基準）

第１８条　条例第１８条及び第２０条第２項の規定により町長が定める家賃及び敷金の徴

収猶予基準は、家賃の支払い能力が６月以内に回復すると認められる場合とする。



（家賃等の減免及び徴収猶予申請）

第１９条　条例第１８条（条例第３２条第３項、第３４条第３項の規定により準用する場

合を含む。）及び第２０条第２項の規定により、敷金及び家賃（以下「家賃等」とい

う。）の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、家賃等減免申請書（第２６号様

式）又は家賃等徴収猶予申請書（第２７号様式）を町長に提出しなければならない。

２　町長は、前項の申請に対して決定したときは、その旨を家賃等減免（徴収猶予）決定

通知書（第２８号様式）により申請者に通知するものとする。

（敷金の還付）

第２０条　入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求

書（第２９号様式）を町長に提出しなければならない。

２　町長は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第２０条第３項ただし書の規

定により未納の家賃又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書（第３

０号様式）を添えて、残金を還付するものとする。

（家賃の納付方法）

第２１条　条例第１９条に規定する家賃は、納額通知書により納付しなければならない。

（汚物処理施設、防犯灯に係る電気料金の町負担）

第２２条　町は、条例第２３条第２号の規定の汚物処理施設、共同施設に係る費用の一部

を負担することができる。

２　対象となる町営住宅は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)　建替事業実施のため町が入居募集を停止している団地のうち、空家が発生してい

る団地

(2)　管理開始した新築団地で、管理戸数に対する空家戸数の割合が５０％以上である

団地

３　町が負担する戸数の基礎となる空家戸数については、毎月１日現在の戸数によるもの

とする。

４　汚物処理施設、共同施設に係る費用の町の負担は、対象となる団地の空家戸数を管理

戸数で除した額に月の費用を乗じて得た額とし、入居者は町が負担する金額の残額を負

担する。

（住宅を使用しないときの届出）

第２３条　条例第２６条の規定により住宅を使用しないときの届出をしようとするときは



町営住宅一時不使用届（第３１号様式）を、町長に提出しなければならない。

（用途併用の承認）

第２４条　条例第２８条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、

町営住宅用途併用承認申請書（第３２号様式）を町長に提出しなければならない。

２　町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅用途併用承認通知書

（第３３号様式）により申請者に通知するものとする。

（模様替え及び増築の承認）

第２５条　条例第２９条ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとする

ときは、町営住宅模様替（増築）承認申請書（第３４号様式）を町長に提出しなければ

ならない。

２　町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅模様替（増築）承認

通知書（第３５号様式）により申請者に通知するものとする。

（住宅のあっせん）

第２６条　条例第３５条の規定により入居者が住宅のあっせん申出をしようとするときは

住宅あっせん申出書（第３６号様式）を町長に提出しなければならない。

（町営住宅の建替えに伴う再入居）

第２７条　条例第３９条の規定により入居を希望するものは、町営住宅入居申込書（第１

号様式）を町長に提出しなければならない。

２　町長は、前項の申込みに対しその入居を決定したときは、その旨を町営住宅入居決定

通知書（第３号様式）により申込者に通知するものとする。

（明渡しの届出）

第２８条　入居者が、条例第４２条第１項に規定する明渡しをしようとするときは、町営

住宅明渡届（第３７号様式）を町長に提出しなければならない。

第２章　社会福祉事業等への活用

（社会福祉法人等の使用）

第２９条　条例第４５条第１項の規定により社会福祉法人等は、町営住宅を使用しようと

するときは、町営住宅使用許可申請書（第３８号様式）を町長に提出しなければならな

い。

２　町長は、前項の申請に対し許可したときは、町営住宅使用許可通知書（第３９号様

式）により申請者に通知するものとする。



３　町長は、前項の申請に対し許可しないこととなったときは、町営住宅使用不許可通知

書（第４０号様式）により申請者に通知するものとする。

４　条例第４９条の規定により社会福祉法人等は、次に規定する事項を変更しようとする

ときは、町営住宅使用変更許可申請書（第４１号様式）を町長に提出しなければならな

い。

(1)　使用目的

(2)　使用期間

(3)　入居者

(4)　その他町長が必要と認める事項

５　町長は、前項の申請に対し許可したときは、町営住宅使用変更許可通知書（第４２号

様式）により、許可しないこととなったときは、町営住宅使用変更不許可通知書（第４

３号様式）により申請者に通知するものとする。

６　条例第４８条の規定により社会福祉法人等は、使用内容（前項に規定する事項を除

く。）に変更が生じたときは、町営住宅使用内容変更報告書（第４４号様式）を町長に

提出しなければならない。

第３章　補則

（町営住宅管理人）

第３０条　町営住宅管理人は、入居を許可されたもののうちから町長の認めるものに住宅

管理業務を委託するものとする。

２　住宅管理業務委託契約の期間は１年とする。ただし、必要により期間を更新し若しく

は短縮することができる。

（町営住宅管理人の業務）

第３１条　町営住宅管理人は、住宅監理員の指揮監督を受け、次の管理業務を行わなけれ

ばならない。

(1)　家賃の納入通知書の配布

(2)　町営住宅の入居又は明渡しの確認

(3)　入居者から、条例及びこの規則の規定により提出する申請書等の取次ぎ

(4)　その他町営住宅管理上必要な事項

（町営住宅管理人の解約）

第３２条　町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解約するこ



とができる。

(1)　病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。

(2)　町営住宅管理人が当該町営住宅から他に転居したとき。

(3)　その他町長が町営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

（立入検査証）

第３３条　条例第５２条第３項に規定する身分を示す証明書は、町営住宅立入検査証（第

４５号様式）とする。

附　則

（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　竹富町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５３年竹富町規則第８号以

下「旧規則」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３　公営住宅法の一部を改正する法律（平成８年法律第５５号）による改正前の公営住宅

法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成１０年３月３１

日までの間は、改正後の竹富町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（以下「改

正後の規則」という。）第３条の交換に係る規定、第７条から第９条まで、第１２条か

ら第１５条まで、第１９条から第２１条まで及び第２６条の規定は適用せず、改正前の

竹富町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）

第８条の家賃の告示に係る規定、第９条、第１２条、第１３条から第１５条まで及び第

１８条の規定は、なおその効力を有する。

附　則（平成２０年２月１５日規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成２３年３月３日規則第２号）

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。

附　則（令和４年６月２１日規則第１６号）

この規則は、公布の日から施行する。
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第６号様式その１（第７条関係）
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第９号様式（第１２条関係）
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第１１号様式（第１２条関係）



第１２号様式（第１３条関係）
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第１４号様式（第１４条関係）



第１５号様式（第１５条関係）
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第１８号様式（第１５条関係）
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第２９号様式（第１９条関係）
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第３８号様式（第２９条関係）



第３９号様式（第２９条関係）



第４０号様式（第２９条関係）



第４１号様式（第２９条関係）



第４２号様式（第２９条関係）
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第４５号様式（第３３条関係）
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